
お客さまへ

　当社は、2022年11月28日に特定小売料金(規制料金)の値上げを経済
産業大臣に申請し、国の審査を受けておりましたが、このたび、認可をいた
だき、2023年６月１日から実施させていただくこととなりました。
　また、これを受け、低圧自由料金プランについても、2023年６月１日より 、
料金単価等の見直しを行うことといたしました。
　お客さまには、現下の厳しい経済情勢において、多大なご負担をお願い
することとなり、大変心苦しい限りですが、何卒ご理解賜りますようお願い
申し上げます。
※６月検針日以降のご使用分を対象とし、７月分電気料金より適用いたします。

当社の電気をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このパンフレットでは、電気料金プランや料金のしくみ、ご契

約や停電時に関するお問い合わせ先などをご紹介しておりま

す。電気と暮らしのガイドブックとしてお役立ていただければ

幸いです。

■電気料金の値上げについて

　お客さまと当社の電気の契約は、「電気需給条件[低圧]・料金条件」・
「特定小売供給約款」等によることとしております。その内容は、当社ホーム
ページにてご覧いただけます。
(https://www.yonden.co.jp/customer/price/law/index.html)

■「電気需給条件[低圧]・料金条件」・「特定小売供給約款」

電気についての
ご 案 内

※
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ありがとう割引
適用プラン

〈電灯をご使用のお客さまへ〉

●単価には消費税等相当額を含んでおります。
●ご請求額には、別途燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を加減いたします。

従量電灯A
電灯契約の基本プランです。
主に一般的なご家庭用としてご契約いただいているプランです。

契約種別コード［04］

〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が6kVA未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。）のお客さま

1契約・1月

1kWh

〃

〃

667.00

30.66

37.28

40.79

最初の11kWhまで

11kWhをこえ120kWhまで

120kWhをこえ300kWhまで

300kWh超過分

最低料金

電力量料金

区 分 単位 単価（円）

おトクeプラン
比較的ご使用量が多い方におススメです。

契約種別コード［C4］

〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が6kVA未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。）のお客さま

1契約・1月

1kWh

〃

〃

667.00

30.66

37.28

38.59

最初の11kWhまで

11kWhをこえ120kWhまで

120kWhをこえ300kWhまで

300kWh超過分

最低料金

電力量料金

区 分 単位 単価（円）

主に商店、事務所、飲食店、ご家庭などで、電気機器を多く使われている方にご契約いただい
ているプランです。

○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

従量電灯Ｂ・ビジネススタンダードプラン 契約種別コード［05・C5］

〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、契約容量が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満のお客さま

電灯契約の基本プランです。

120kWhまで

120kWhをこえ300kWhまで

300kWh超過分

電力量料金

基本料金

区　　　分 単 価（円）単 位

397.10

27.26

32.79

35.71

1kVA・1月

1kWh

〃

〃

電気料金プランのご案内

平均的なモデルによる電気料金の計算例

契約容量・契約電力の決定方法

書面発行手数料・延滞利息制度

燃料費調整・再生可能エネルギー発電促進賦課金のしくみ

ありがとう割引・ファミリe割引

よんでんコンシェルジュ

電気がつかないときは

災害（地震・台風等）に備えて

電気料金等のお支払いは
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ありがとう割引
適用プラン

ありがとう割引
適用プラン

平日は昼間に比べて夜間がおトク、休日は時間帯に関わらず料金単価がおトクです。
さらにIHクッキングヒーターやエコキュート等の電化機器をご利用の場合、割引があります。

戸建ての電化住宅にお住まいの方におススメです。

1,551.00

470.56

46.72

32.00

1契約・1月

1kW・1月

1kWh

〃

最初の10kWまで

10kW超過分

平日昼間（午前9時～午後11時）

夜間・休日（夜間は午後11時～翌日午前9時）

単 価（円）単 位区　　　分

電力量料金

基本料金

割引対象額
（基本料金＋電力量料金）×5%

割引対象額
（基本料金＋電力量料金）×10%

1契約・1月

1契約・1月

1契約・1月

電磁誘導加熱調理器等を使用する場合

貯湯式電気温水器等を使用する場合

電磁誘導加熱調理器等および貯湯式
電気温水器等をあわせて使用する場合

割引額（円）単 位区　　　分

ＩＨ割

エコキュート割

でんかｅプラン

〈ご加入いただけるお客さま〉
次のいずれかに該当し、平日昼間時間以外の時間帯への電気のご使用をシフトできるお客さま。ただし、マンションまたは
アパート等で独立した1建物内の総戸数が3戸以上の集合住宅にお住まいの場合を除きます。
(1)電灯または小型機器を使用し、契約設備電力が6kW未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。）であること
(2)電灯または小型機器を使用し、契約設備電力が6kW以上であり、かつ、原則として50kW未満であること

契約種別コード［E2］

電化設備のある集合住宅にお住まいの方におススメです。
でんかｅマンションプラン

〈ご加入いただけるお客さま〉
次のいずれかに該当し、マンションまたはアパート等で独立した1建物内の総戸数が3戸以上の集合住宅にお住まいで、
平日昼間時間以外の時間帯への電気のご使用をシフトできるお客さま
(1)電灯または小型機器を使用し、契約設備電力が6kW未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。）であること
(2)電灯または小型機器を使用し、契約設備電力が6kW以上であり、かつ、原則として50kW未満であること

※休日とは「土・日・祝日・1月2～3日、4月30日、5月1～2日、12月30～31日」をいいます。
○各月の契約電力は、当月を含む過去12ヵ月の各月の最大需要電力のうち、最も大きい値とします。
○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

※「11月分～4月分の電気料金」とは、10月検針日から翌年4月検針日の前日までの期間の各月の料金をいいます。

○でんかｅプランおよびでんかｅマンションプランで、総容量が2kVA以上の電磁誘導加熱調理器等
　または総容量が1kVA以上の貯湯式電気温水器等をご使用のお客さまは、次の金額を割引いたします。

○「IH割」・「エコキュート割」と「でんか割」の重複適用は行いません。

※休日とは「土・日・祝日・1月2～3日、4月30日、5月1～2日、12月30～31日」をいいます。
○各月の契約電力は、当月を含む過去12ヵ月の各月の最大需要電力のうち、最も大きい値とします。
○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

契約種別コード［E3］

単 価（円）単 位区　　　分

電力量料金

基本料金
1契約・1月 12,342.00

1kW・1月

1kWh

〃

617.22

44.48

33.79

最初の10kWまで

10kW超過分

平日昼間（午前9時～午後11時）

夜間・休日（夜間は午後11時～翌日午前9時）

70kWh超過分

240kWh超過分

○割引適用期間は、適用開始日以降最初の検針日から120月目の検針日の前日まで（約10年間）といたします。
○割引適用期間の満了前に適用条件を満たさなくなった場合、解約事務手数料として1契約ごとに6,600円[税込]を申し受ける
　ことがあります。

「でんかｅプラン」にご加入で、総容量が800VA以上の電気床暖房機器をお使いの場合、
毎年の11月分～4月分の電気料金※を、1契約ごとに1,100円(税込)割引させていただきます。

でんき床暖割

でんか割

以下使用量を含む
 ・平日昼間の最初の70kWhまで
 ・夜間・休日の最初の240kWhまで

単 価（円）単 位区　　　分

でんき床暖割　※11月分～4月分の料金に適用 ▲1,100.001契約・１月

四国電力　でんき床暖割サービス詳細や申込みは・・・

このサービスを受けるにあたっては、
お客さまのお申込みが必要です！

下記の電気料金プランは、新規ご加入の申込受付を終了させていただきました。
なお、現時点で、これらのプランにご加入いただいているお客さまにつきましては、
引き続きご利用いただけます。また、料金単価等につきましては、当社ホームページ
をご確認ください。
当社ホームページ：
https://www.yonden.co.jp/customer/price/plan/index.html

●ホリデーｅプラン　　　　　　　   ●時間帯別電灯
●季節別時間帯別電灯　　　　    ●ピークシフト型時間帯別電灯
●スマートｅプラン[タイプＬ]、[タイプＨ]、[タイプＬ＋]、[タイプＨ＋]
●深夜電力・第２深夜電力

新規ご加入を終了させていただいているプラン

電化住宅を新築されるハウスメーカーや工務店、電気工事店向けのプランです。

でんか引渡しプラン
電化住宅を新築されてお引渡しされるまでの間に適用するプランです。

〈ご加入いただけるお客さま〉
次のいずれかに該当するお客さま
(1)電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が6kVA未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。）であること
(2)電灯または小型機器を使用し、契約容量が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満であること

契約種別コード［E4］

1契約・1月

1kWh

〃

〃

667.00

30.66

37.28

38.59

最初の11kWhまで

11kWhをこえ120kWhまで

120kWhをこえ300kWhまで

300kWh超過分

最低料金

電力量料金

区 分 単位 単価（円）

●単価には消費税等相当額を含んでおります。
●ご請求額には、別途燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を加減いたします。
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時間帯別eプラン 契約種別コード［C3］ ありがとう割引
適用プラン

単 価（円）単 位区　　　分

○ネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力)を算定します。

定額電灯 契約種別コード［01］
アパートの共用灯や防犯機器等をお使いのお客さま向けのプランです。
〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、その総容量が400VA以下のお客さま

単 価（円）単 位区　　　分

1契約・1月

1灯・1月

〃

〃

〃

〃

〃

1機器・1月

〃

〃

需要家料金

10Wまで

10Wをこえ20Wまで

20Wをこえ40Wまで

40Wをこえ60Wまで

60Wをこえ100Wまで

100W超過の1灯につき50Wまでごとに

50VAまで

50VAをこえ100VAまで

100VA超過の1機器につき50VAまでごとに

電灯料金

小型機器料金

71.50

137.72

228.16

409.02

589.89

950.62

475.31

374.11

638.22

319.11

公衆街路灯A 契約種別コード［11］

公衆街路灯B 契約種別コード［14］

公衆街路灯C 契約種別コード［15］

〈公衆街路灯をご使用のお客さまへ〉

637.30

30.07

1契約・1月

1kWh

最初の11kWhまで

11kWh超過分

最低料金

電力量料金

〈ご加入いただけるお客さま〉
公衆のために設置された電灯または小型機器を使用し、その総容量が1kVA未満のお客さま

66.00

134.42

223.76

401.32

578.89

933.02

466.51

365.31

625.02

312.51

単 価（円）単 位区　　　分

1契約・1月

1灯・1月

〃

〃

〃

〃

〃

1機器・1月

〃

〃

需要家料金

10Wまで

10Wをこえ20Wまで

20Wをこえ40Wまで

40Wをこえ60Wまで

60Wをこえ100Wまで

100W超過の1灯につき50Wまでごとに

50VAまで

50VAをこえ100VAまで

100VA超過の1機器につき50VAまでごとに

電灯料金

小型機器料金

〈ご加入いただけるお客さま〉
公衆のために設置された電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が6kVA未満で公衆街路灯Aが適用できないお客さま

358.60

27.35

単 価（円）単 位区　　　分

1kVA・1月

1kWh

基本料金

電力量料金

〈ご加入いただけるお客さま〉
公衆のために設置された電灯または小型機器を使用し、契約容量が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満のお客さま

○全く電気を使用しない月は、基本料金は半額になります。

○ネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力)を算定します。

公衆のために設置された照明用の電灯や交通信号灯などに適用し、ご使用いただく容量に
応じて、3つの料金プランがあります。

○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

〈ご加入いただけるお客さま〉
次のいずれかに該当し、昼間から夜間への電気のご使用をシフトできるお客さま
（1）電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が６kVA未満（定額電灯を適用できる場合を除きます。） であること
（2）電灯または小型機器を使用し、契約容量が６kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満であること
※本プランは、お引越しなどに伴い、お引越し先のメーター（スマートメーター以外）をそのままご使用される場合のプランです。

1,395.90

423.50

33.56

40.84

43.15

25.80

1契約・1月

1kVA・1月

1kWh

〃

〃

〃

最初の90kWhまで

90kWhをこえ230kWhまで

230kWh超過分
電力量料金

基本料金
最初の10kVAまで

10kVA超過分

夜間（午後11時～翌日午前7時）

昼　間
（午前7時～
午後11時）

単 価（円）単 位区　　　分

・「電気料金が安くなる」と称して、電気の使用量などを聞き出す事例が発生しております。
・万一、不審な訪問・電話などがございましたら、四国電力までお気軽にご相談ください。

四国電力社員を装った不審電話などにご注意ください！

電気料金プランのご案内1 ●単価には消費税等相当額を含んでおります。
●ご請求額には、別途燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を加減いたします。
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○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

低圧スタンダードプラン・低圧電力 契約種別コード［C7・07］

〈動力をご使用のお客さまへ〉

店舗や工場などで動力機器をご使用いただく場合の基本プランです。
〈ご加入いただけるお客さま〉
動力機器を使用し、契約電力が原則として50kW未満のお客さま

農事用電力 契約種別コード［27］
〈農事用電力をご使用のお客さまへ〉

農事用のかんがい排水のための動力機器をお使いのお客さま向けの
プランです。
〈ご加入いただけるお客さま〉
農事用のかんがい排水のために動力機器を使用し、契約電力が原則として50kW未満のお客さま

815.21

21.87

20.81

単 価（円）単 位区　　　分

1kW・1月

1kWh

〃
電力量料金

夏季（7月1日～9月30日）

その他季（10月1日～翌年6月30日）

基本料金

単 価（円）単 位区　　　分

1kW・1月

1kWh

〃
電力量料金

夏季（7月1日～9月30日）

その他季（10月1日～翌年6月30日）

基本料金

○ご使用期間で全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
○電気のご使用期間外の料金は申し受けません。なお、電気のご使用期間は当社にお申込み
の際に設定ください。
○１年の基本料金の合計は、電気を使用する場合の基本料金の２ヵ月分を下回らない
　ことといたします。

◆契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額と
します。
◆力率割引（割増し）
　電気機器の力率をそれぞれの入力によって加重平均してえた値が85％を上回る
場合は、基本料金を5％割引し、85％を下回る場合は基本料金を5％割増しい
たします。なお、全く電気を使用しない月の力率は、85％とみなします。

動力・農事用電力をご使用のお客さまへ

1,183.71

25.98

24.54

電気料金プランのご案内1 ●単価には消費税等相当額を含んでおります。
●ご請求額には、別途燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金を加減いたします。

○全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。

臨時電灯A 契約種別コード［41］
〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が1年未満で、その総容量が3kVA以下のお客さま
※ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用することはできません。

〈臨時電灯・電力をご使用のお客さまへ〉

811.68
43.91

単 価（円）単 位区　　　分
1契約・1月
1kWh

最低料金
電力量料金

最初の11kWhまで
11kWh超過分

11.22
22.44
22.44
224.40
224.40

単 価（円）単 位区　　　分
1日
〃
〃
〃
〃

総容量が50VAまで
総容量が50VAをこえ100VAまで
総容量が100VAをこえ500VAまで（100VAごと）
総容量が500VAをこえ1kVAまで
総容量が1kVAをこえ3kVAまで（1kVAごと）

臨時電灯B 契約種別コード［44］
〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が1年未満で、最大需要容量が6kVA未満で臨時電灯Aが適用できないお
客さま
※ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用することはできません。

443.30
38.32

単 価（円）単 位区　　　分
1kVA・1月
1kWh

基本料金
電力量料金 1kWhにつき

臨時電灯C 契約種別コード［45］
〈ご加入いただけるお客さま〉
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が1年未満で、契約容量が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満
のお客さま
※ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用することはできません。

○契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。
○従量制の場合、全く電気を使用されない月は、基本料金を半額とし、力率は85%とみなします。
○従量制の場合、低圧電力に準じて力率割引（割増）いたします。

239.09
低圧電力の該当料金の20％割増し

単 価（円）単 位区　　　分
1kW・1日
-

定額制（契約電力5kW以下）
従量制（契約電力5kW超過）

臨時電力 契約種別コード［47］
〈ご加入いただけるお客さま〉
動力機器を使用し、契約使用期間が1年未満で、契約電力が原則として50kW未満のお客さま
※ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用することはできません。

工事現場など、ご使用期間が1年未満の場合に適用し、ご使用いただく容量や機器に応じて、4
つの料金プランがあります。
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3 契約容量・契約電力の決定方法2 平均的なモデルによる電気料金の計算例

◆従量電灯Aのお客さま
〔月使用電力量260kWh、口座振替割引適用、燃料費調整なし、再生可能エネルギー発電促進
賦課金適用〕

最低料金（最初の11kWhまで）

燃料費調整額

667円00銭

30円66銭×109kWh

37円28銭×140kWh

40円79銭×0kWh

②＋③＋④

0円00銭 ※最初の11kWhに適用

0円00銭×（260kWh－11kWh） ※11kWhをこえる使用電力量に適用

⑥＋⑦

55円00銭

①＋⑤＋⑧＋⑨ ※円未満切捨て

15円40銭 ※最初の11kWhに適用

1円40銭×（260kWh－11kWh） ※11kWhをこえる使用電力量に適用

⑪＋⑫ ※円未満切捨て

⑩＋⑬

⑭×10/110 ※円未満切捨て

667円00銭

3,341円94銭

5,219円20銭

0円00銭

8,561円14銭

0円00銭

0円00銭

0円00銭

▲55円00銭

9,173円

15円40銭

348円60銭

364円

9,537円

867円

電力量
料金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

第1段料金

第2段料金

第3段料金

小計

◆でんかeプランのお客さま

基本料金

でんか割引額

燃料費調整額

小計

書面発行手数料

お支払い額

消費税等相当額（再掲）

12,342円00銭 ※契約電力10kWまで

44円48銭×131kWh ※平日昼間(午前9時～午後11時)の70kWh超過分

33円79銭×163kWh ※夜間・休日(午後11時～翌日午前9時)の240kWh超過分

②＋③

（①＋④）×▲10% ※銭未満切上げ

0円00銭×604kWh

①＋④＋⑤＋⑥ ※円未満切捨て

1円40銭×604kWh ※円未満切捨て

0円00銭

⑦＋⑧＋⑨

⑩×10/110 ※円未満切捨て

12,342円00銭

5,826円88銭

5,507円77銭

11,334円65銭

▲2,367円67銭

0円00銭

21,308円

845円

0円00銭

22,153円

2,013円

電力量
料金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

平日昼間

夜間・休日

小計

※上記の再生可能エネルギー発電促進賦課金は2023年5月分～2024年4月分に適用される単価を用い
て、算定しております。
※お引越しなどで、各月の料金の算定期間（前月検針日から当月検針日の前日まで）の途中で、電気のご
使用を開始または廃止される場合は、前記の方法によらず、日割計算を行い、料金を算定いたします。

〔契約電力６kW、月使用電力量604kWh（平日昼間使用量201kWh、夜間・休日使用量
403kWh）、「でんか割」適用（IH・エコキュートあり）、燃料費調整なし、再生可能エネルギー発
電促進賦課金適用、書面発行手数料なし〕

口座振替割引額

小計

お支払い額

消費税等相当額（再掲）

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金

○主開閉器契約の契約容量・契約電力の算定方法

契約容量（kVA）
・契約電力（kW）

主開閉器の
定格電流（A） 200（V）

※１

＝ × 1.732× × 1
1,000

◆動力契約の場合は、料金適用力率は90%とします。
※1 供給電気方式が単相2線式100Vの場合は100Vとします。
※2 電灯契約の場合は、計算式から除外します。

○主開閉器とは
お客さまが幹線に施設される配線用遮断器
等、使用できる最大電流を明確に判定でき
る装置で、負荷設備を一括して遮断できる
ものをいいます。

50A

50A

負荷設備

負荷設備主開閉器
[メインブレーカー]

メーター 配線イメージ

お客さまの契約容量・契約電力は、以下の方法により算定します。

お客さまがお使いになる電気機器（負荷設備といいます。）の総容量に一定の係数を乗じて
契約容量・契約電力を算定します。

負荷設備契約

各月の契約電力は、当月を含む過去12ヶ月の最大需要電力のうち、最も大きい値といたします。
最大需要電力は、スマートメーターにより計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の
最大値です。

実量契約

お客さまが希望される場合は、お客さまが施設される主開閉器の容量にもとづき、契約容量・
契約電力を算定することができます。
複数の負荷設備を同時に使用されないなど、稼働率が低く、主開閉器により電気が遮断された
場合でも大きな影響を受けないお客さまにおすすめです。

Ａ ： 前月までの実績がない場合は、当月の最大需要電力６kWが契約電力となります。
Ｂ ： 前月と比較してより大きい当月の最大需要電力９kWが契約電力となります。
Ｃ ： いずれの月においても当月を含む過去１年間の最大需要電力を比較した場合、９kWが最大となるため、      
　　９ｋWが契約電力となります。
Ｄ ： いずれの月においても当月を含む過去１年間で最大である８kWが契約電力となります。
Ｅ ： 当月を含む過去１年間で最大である12kWが契約電力となります。

主開閉器契約

※2

〈でんかｅプラン・でんかｅマンションプラン〉

〈でんかｅプラン・でんかｅマンションプラン以外〉

10

当月の最大需要電力
当月の契約電力

5月
9
9
B

4月
6
6
A

6月
7
9
C

7月
8
9
C

8月
6
9
C

9月
7
9
C

10月
6
9
C

11月
7
9
C

12月
7
9
C

1月
7
9
C

2月
6
9
C

3月
5
9
C

4月
6
9
C

5月
7
8
D

6月
7
8
D

7月
12
12
E
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4 書面発行手数料・延滞利息制度

電気設備の変更（負荷設備の増減設や主開閉器の取替等）をされる場合は、
電気工事店を通じて必ず四国電力までお届けいただきますようお願いいたします。

●電気設備を減設されても、お届けがない場合、基本料金は下がりません。
●電気の供給設備はお客さまの電気設備の容量に合わせて設置しています。増設されても、お届けが
ない場合、供給設備に許容量以上の電気が流れ、焼損するなど安全が損なわれるおそれがあります。

四国電力からのお願い

■延滞利息制度について

電気料金

延滞利息

※「電気需給条件［低圧］・料金条件」以外のプランでご契約中のお客さまは、
　お支払期日の翌日から10日以内にお支払いいただいた場合、延滞利息は
　いただきません。

お
支
払
額

検針日または請求日 お支払期日

お支払期日（検針日または請求日の翌日から30日目）を経過してお支払いいただいた場合に、
その経過日数に応じて年利10％（1日あたり約0.03％）の延滞利息をいただく制度です。

振込用紙でお支払いのお客さまは、
「よんでんコンシェルジュ」の入会有
無にかかわらず、書面発行手数料が
必要となります。

※書面でのご案内をご希望される場合は、書面発行手数料のご負担により
　発行することも可能です。詳しくは当社窓口までお問い合わせください。

よんでんコンシェルジュにご入会された場合

よんでんコンシェルジュでのご案内となります

「よんでんコンシェルジュ」は
登録料・利用料ともに無料！
書面発行手数料も不要です！※

書面発行手数料として
１契約ごとに110円(税込)/月
を料金に加算いたします。

書面でのご案内となります

よんでんコンシェルジュに未入会の場合

クレジットカードでのお支払い 口座振替でのお支払い 振込用紙でのお支払い

毎月の電気料金をクレジットカードで
お支払いいただく方法です。
※詳しくはP19をご覧ください。

毎月の電気料金を金融機関口座から
自動的にお支払いいただく方法です。
※詳しくはP19をご覧ください。

当社からお送りする振込用紙で各種
金融機関・コンビニエンスストア等
にてお支払いいただく方法です。

■書面発行手数料について
書面発行手数料は、以下のプランにご加入のお客さまが対象となります。

「よんでんコンシェルジュ」に未入会（本会員に登録した状態をもって入会とみなします。）の場合や、
電気料金を「振込通知票（振込用紙）」によりお支払いいただく場合は、電気のご使用量やご請求額
を書面によりご案内させていただき、書面発行手数料として１契約ごとに110円（税込）/月を料金に
加算して請求させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。

●おトクｅプラン　　  　●でんか引渡しプラン  　●スマイルAPプラン
●時間帯別ｅプラン　　●でんかｅプラン　　　　●でんかｅマンションプラン
●季節別時間帯別電灯　      　●深夜電力
●ビジネススタンダードプラン　　●低圧スタンダードプラン 　　　　 など

30日間

5 燃料費調整・再生可能エネルギー発電促進賦課金のしくみ

燃料費調整とは
1.燃料費調整のしくみ
　燃料費調整とは、原油・液化天然ガス・石炭等の燃料費が為替レートや価格の
変動により上昇あるいは低下した場合、一定の基準により自動的に電気料金を
調整するしくみです。
　具体的には、電気料金見直し時に設定した基準燃料価格（＝80,000円/㎘）と
財務省が発表する貿易統計実績をもとに算定する燃料価格の3ヵ月平均値
（＝平均燃料価格）との変動分を電気料金へ反映（燃料費調整）するものです。

2.燃料費調整単価
　燃料費調整単価は、電気料金見直し時に設定した基準単価※を元に算定いたします。
　なお、単価等の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご確
認ください。
当社ホームページ：https://www.yonden.co.jp/customer/price/fuel_adjustments.html　　　　
［燃料費調整単価の算定式］
　（ 平均燃料価格 － 80,000円 ） × 基準単価 / 1,000
※基準単価は、平均燃料価格が基準燃料価格に対して1,000円/㎘変動した場合の調整単価です。

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金のしくみ
　再生可能エネルギー発電促進賦課金は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制
度」（平成24年7月開始）にもとづき、再生可能エネルギーを用いて発電された電力の
買取に要した費用を、電気をお使いの全てのお客さまに、ご使用量に応じてご負担いた
だくものです。

2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
　再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は買取価格等をもとに、年間にどのくらい
再生可能エネルギーが導入されるかを予測し、毎年度、経済産業大臣が単価を定めます。
　なお、単価等の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご
確認ください。
当社ホームページ：https://www.yonden.co.jp/customer/price/renewable.html
※予測と実績値で差が生じる場合は、翌々年度の単価で調整されます。

〈再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要〉
　再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー（太陽光・風力・
水力・地熱・バイオマス等）を用いて発電された電気を、国が定めた一定の価格・期間で
電力会社等が買い取ることを義務付け、買取に要した費用を「再生可能エネルギー発
電促進賦課金」として、電気をお使いになる全てのお客さまに、ご使用量に応じてご負
担いただく制度です。

〈電気料金のご請求イメージ〉

＝ + ＋× ±
ご
請
求
額

基
本
料
金（
最
低
料
金
）

電 力 量
料金単価

燃 料 費
調整単価

再生可能エネルギー発電
促 進 賦 課 金 単 価

ご
使
用
量

ご
使
用
量

ご
使
用
量

× ×

燃料費調整、再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金のご負担額
は、「電気ご使用量のお知らせ」
等でご案内いたします。

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は国によって導入された制度です。
当制度に関するご質問等は、以下の国の相談窓口までお問い合わせください。
資源エネルギー庁　再生可能エネルギー推進室
電話：0570-057-333　受付時間：9:00～18:00（土日祝除く）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html

再生可能エネルギー発電促進賦課金
燃料費調整額

電力量料金



検針結果やご請求額のほか、おトクな
情報をメールでお届けします。

実績照会で電気料金の管理がラクラク
・カンタン♪検針票もパソコン・スマホ
で確認できるからペーパーレスでエコ！

電気料金のお知らせが
メールで届く！

料金明細や過去の電気料金が
パソコン・スマホで確認できる！

電気料金に応じてポイントがたまる！

無料 の会 員制 W e b サ ー ビ ス

よんでんポイントの使い方
よんでんポイントは「他社ポイントなどへの交換」「金券類への交換」「寄付」「抽選」「商品交
換」にご利用いただけます。

愛媛FC

他社ポイントなどへの交換

金券類への交換 スポーツチームなどへの寄付

カマタマーレ讃岐 徳島ヴォルティス

よんでん文化振興財団
愛媛

オレンジバイキングス
香川

ファイブアローズ

など

など など

検索よんでんコンシェルジュ
Webから簡単に登録することができます。

https://www.yonden.co.jp/y-con/index.html

ご登録も
ご利用も
無 料
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6 ありがとう割引・ファミリｅ割引

[ありがとう割引] 適用プラン一覧

[ありがとう割引] 適用イメージ

●おトクｅプラン　　●スマイルAPプラン 　　　　●時間帯別ｅプラン
●でんかｅプラン　　●でんかｅマンションプラン　　 ●ホリデーｅプラン　
●時間帯別電灯　　●季節別時間帯別電灯　　　●ピークシフト型時間帯別電灯
●スマートｅプラン[タイプＬ]、[タイプＨ]、[タイプＬ＋]、[タイプＨ＋]

「ありがとう割引適用プラン」と同じ

※ご契約継続起算日は、2017年4月以降に「ありがとう割引適用プラン」にご加入された場合はそのご加入日、
　2017年3月31日までに「ありがとう割引適用プラン」にご加入済みの場合は2017年4月1日といたします。

下記の「ありがとう割引適用プラン」にご加入で、当社とのご契約を継続いただいているお客さま
の電気料金を、1年に1回1,056円(税込)割引させていただきます。

下記の「ファミリｅ割引適用プラン」に２つ以上ご加入で、各契約の電気料金を口座振替もしくは
クレジットカードで一括してご請求・お支払いいただける場合、10契約を上限に、1契約ごとに
110円(税込)/月を割引させていただきます。ただし、法人のお客さまはファミリｅ割引適用対象
外といたします。

https://www.yonden.co.jp/customer/price/plan/family.html　

四国電力　ファミリe割引

●2017年4月以降に当社とご契約いただいたお客さま

●2017年4月時点で当社とご契約中のお客さま

１年間のご契約継続

１年間のご契約継続

１年間のご契約継続

１年間のご契約継続

ありがとう割引
適用プランにて
ご契約中

契
約
開
始

2017.8 2019.8

2019.4

2018.8

2018.42017.4

2017.4

ありがとう割引 ありがとう割引
ご契約なし  または
適用対象外プラン
にてご契約中

ありがとう割引ありがとう割引ありがとう割引
適用プランにてご契約中

[ファミリe割引] 適用プラン一覧

単 価（円）単 位区　　　分

ありがとう割引 ▲1,056.001契約・１年

単 価（円）単 位区　　　分

ファミリe割引 ▲110.001契約・１月

このサービスを受けるにあたっての
特別なお申込み等は不要です！

サービス詳細や申込みは・・・

このサービスを受けるにあたっては、
お客さまのお申込みが必要です！ファミリe割引

ありがとう割引

7 よんでんコンシェルジュ

※料金連動ポイントは、よんでんコンシェルジュへ対象の電気ご契約情報を登録いただいた個人のお客さまに加算されます。

［料金連動ポイント］対象プラン一覧
●おトクｅプラン　　●スマイルAPプラン 　　　　●時間帯別ｅプラン
●でんかｅプラン　　●でんかｅマンションプラン　　●ホリデーｅプラン　
●時間帯別電灯　　●季節別時間帯別電灯　　　●ピークシフト型時間帯別電灯
●スマートｅプラン[タイプＬ]、[タイプＨ]、[タイプＬ＋]、[タイプＨ＋]
●ビジネススタンダードプラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

https://www.yonden.co.jp/customer/price/plan/family.html
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8 電気がつかないときは

ひとつの器具が停電

複数の器具が停電

自分の家だけ停電

ご近所も停電

家の中の一部が停電

家中全部が停電

停電！？

入

入 入 入 入 入

入 入 入 入 入　リセットボタン

　漏電ブレーカー
テストボタン

（主に玄関や勝手口などに設置されています。）
分電盤

分電盤（漏電ブレーカー）の操作方法

　
安
全
ブ
レ
ー
カ
ー

A

C

B

電球や蛍光灯の球切れ　 新しいものと交換してください。
器具が故障　 電気店へ連絡して修理してください。

電気の使い過ぎ・器具の故障等により安全ブレーカーが切れた
　お使いの器具をコンセントから外して、安全ブレーカーのつまみをあげてください。

漏電ブレーカーが切れた
　分電盤の中の安全ブレーカーのつまみを全部下げてから、漏電ブレーカーの   
　つまみをあげ、安全ブレーカーのつまみを、ひとつずつあげてください。

ブレーカーが切れていないのに電気が点かない
　四国電力送配電までご連絡ください。ご連絡いただくときは、おところ、お名
　前、お電話番号と、わかりやすい目標のほか、故障の原因のお心当たり
　などございましたらお知らせください。

①分電盤内のブレーカー（　および　）をすべて『切』にする。
②漏電ブレーカー横のリセットボタン　（黄または白ボタン）を押し込む。
　※リセットボタンは無い場合もございます。
③漏電ブレーカー　を『入』にする。
④個々の安全ブレーカー　をひとつずつ順番に『入』にしていく。
　ひとつの安全ブレーカーを『入』にしたとき、再び漏電ブレーカー　が落ちる回  
　路があれば、その回路は漏電しています。
　その安全ブレーカー　を『切』にしたまま、②以降の手順で漏電ブレーカー
　を『入』にした後、残りの安全ブレーカー　を『入』にしてください。
　漏電している回路の修理は、お近くの電気工事店にご依頼ください。
上記操作で電気がつかない場合は四国電力送配電までご連絡ください。
東京エリア・関西エリアのお客さまは、各エリアの送配電会社へお問い合わせください。

A

A

A

A

B

B

B
B

C

ホームページ等でそれぞれのエリアの停電情報をお知らせしております。

四国電力送配電の停電情報をLINE公式アカウントから自動配信でお知らせします。

https://www.yonden.co.jp/nw/teiden-info/index.html　(四国エリア)
https://teideninfo.tepco.co.jp/　（東京エリア）
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php　（関西エリア）

コンピュータ関係には無停電電源装置を

停電などの後には

コンピュータなどを停電や瞬時の電圧低下から守る手段として、無停電電源装
置があります。これを設置すると、停電や瞬時電圧低下があってもコンピュータ
などの運転を継続することができます。

電気給湯機（エコキュート・電気温水器）のリモコン時刻がずれる場合があります。
リモコン時刻がずれていると、夜間に比べて割高な昼間の電気でお湯を沸かし
てしまうことがありますので、定期的にリモコン時刻の確認をお願いします。

友だち追加はこちらから！

https://www.yonden.co.jp/nw/teiden-info/index.html
https://teideninfo.tepco.co.jp/
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php
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9 災害（地震・台風等）に備えて

スイッチを切ってプラグを抜いてください。

●電気ストーブやアイロンなどの電熱器具は、
　火災の原因になりやすいので、すぐにスイッチを
　切ってコンセントからプラグを抜いてください。

壊れたり水につかった電気器具は使わないでください。

●地震や津波で壊れたり水につかった電気器具
は、漏電などの原因になるので、電気店などで
点検してから使いましょう。

避難するときはブレーカーを「切」にしてください。

●家の外に避難するときは、電気の消し忘れによる
　事故を防ぐため、念のためブレーカーのスイッチ
　を切ってください。

ガスのにおいがするときは電気を使わないでください。
●ガスのにおいがする時は、電気の使用を避け、
ガス栓を閉めてください。
●窓を開けて換気し、最寄りのガス会社に連絡
してください。

切れた電線には絶対にさわらないでください。
●切れて垂れ下がった電線には絶対にさわらないで
　ください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触
　している場合も大変危険ですので、四国電力送配電
  までご連絡ください。
●特に夜間や早朝、雨の日は垂れ下がった電線が
　見えにくくなっているのでご注意ください。

安心のためのチェックリスト

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

日頃から電気ストーブなど電熱器具のまわりには、
燃えやすいものを置かないようにしている。

ブレーカーの位置を確認している。

電気器具や家具には倒れない工夫をしている。

テレビなど電気器具の上に花びんなどを置かない
ようにしている。

非常持ち出し品の準備をしている。

【断水していない時】
●停電時でもタンク内にお湯が残っていれば、
　シャワーや蛇口からお湯が使えます。
　※電気給湯機での温度調節は出来ません。

【断水している時】
●シャワーや蛇口からお湯は使えませんが、
　タンク内にお湯が残っていれば、タンク本体
　下部にある『非常用取水栓』からお湯が
　使えます。 ※飲用には適しておりません。
　(注)空焚きを防ぐために、タンク本体中央にある
　     ブレーカーを必ず「切」にしてください。

●断水から復旧した後は、空焚きを防ぐために必ずタンクを満水
　にしてご使用ください（操作方法は取扱説明書をご確認ください）。
●電気給湯機が水につかってしまった場合は、ご使用前に必ず
　点検・修理を受けてください（できるだけ買い替えをお勧めします）。

電気給湯機（エコキュート・電気温水器）は災害時でも使えるの？
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10 電気料金等のお支払いは

Q.申込み方法は？
A.当社ホームページまたは口座振替依頼書にてお申込みください。また、金融機関
窓口でもお申込みいただけます。

Q.申込み手続きに必要なものは？
A.ご契約番号/お客さま番号、預（貯）金通帳が必要です（口座振替依頼書にて
　お申込みいただく場合は、通帳の印鑑[お届け印]が必要です）。

Q.口座振替の開始は申込みからどのくらいかかるの？
A.当社ホームページからお申込みいただいた場合には、原則翌月分の料金から適用
となります。口座振替依頼書または金融機関窓口にてお申込みいただいた場合

　には、１～２ヵ月程度かかる場合がございます。

　お客さまのご指定の口座から毎月自動的に電気料金を振替させていただく方法です。
また、お客さまのご契約によっては、口座振替割引契約をご利用いただけます。

口座振替でのお支払い 口座振替払い

・電気料金の払い戻しを装った振り込め詐欺事件が発生しておりますのでご注意ください。
・万一、不審な訪問・電話などがございましたら、四国電力までお気軽にご相談ください。

四国電力社員を装った詐欺行為などにご注意ください！

口座振替割引契約について

取 扱 金 融 機 関

●従量電灯A,B　      　●定額電灯　　　   　●公衆街路灯A,B,C
●低圧電力　　　　   　●農事用電力　　   　●臨時電灯・電力　  

対象となる主なご契約

　あらかじめお客さまからお申込みいただいたクレジットカードから毎月継続してお支払い
いただく方法です。毎月決まった日に他のクレジットカードご利用代金と合わせてお支払い
いただくことができます。

クレジットカードでのお支払い

　当社からお届けした所定の振込用紙でお振り込みいただく方法です。お支払い可能な
金融機関やコンビニエンスストアは、振込用紙に記載の店舗に限られます。

金融機関窓口やコンビニエンスストアでのお支払い

Q.申込み方法は？
A.当社ホームページまたはクレジットカード支払申込書にてお申込みください。
　また、各カード会社のホームページからもお申込みいただけます。
Q.申込み手続きに必要なものは？
A.ご契約番号/お客さま番号、クレジットカード番号（有効期限）が必要です。
Q.クレジットカード支払いの開始は申込みからどのくらいかかるの？
A.当社ホームページからお申込みいただいた場合には、原則翌月分の料金から適用
となります。クレジットカード支払申込書または各カード会社のホームページから

　お申込みいただいた場合には、１ヵ月程度かかる場合がございます。

四国電力が1回目の振替日として指定した日に料金が引き落とされた場合、翌月の料金
から１契約ごとに55円（税込）／月を割引いたします。

料金のお支払いのない場合は、当社が指定した「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづく債権
回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人へ回収業務を委託することがあります。

｢電気料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書 兼 クレジットカード支払申込書」
をご記入のうえ、四国電力へお送りください。金融機関へのお取り次ぎは四国電力が
行います。

振替開始の時期は事前に書面でお知らせいたします。お申込みから手続き完了まで
に1～2カ月かかる場合がございますので、それまでは今までどおりのお支払い方法
でお支払いいただきます。

振替日は休祝日の関係で変動しますので、｢電気ご使用量のお知らせ｣等にて毎月お
知らせいたします。

｢口座振替割引契約｣の対象となるご契約で｢口座振替割引契約｣にご加入のお客さ
まには、｢電気ご使用量のお知らせ｣等にて振替済をお知らせいたします。(定額料金
制および農事用電力のお客さまにつきましては、年1回まとめてハガキを郵送いたし
ます。)

｢口座振替割引契約｣の対象となるご契約で｢口座振替割引契約｣にご加入されない
お客さまには、ハガキの郵送(振替日より約1週間後到着)により振替済をお知らせい
たします。

お客さまのご契約によっては、｢口座振替割引契約｣にご加入いただけない場合があ
ります。

振替の際、預金(貯金)残高が不足していた場合、｢特定小売供給約款｣プランでご契約
のお客さまは、振替日後7～10日目にもう一度振替させていただきます。この場合
は、金額、再振替日をハガキでお知らせいたします。それ以外のお客さまは、振込用紙
をお送りさせていただきますので、お近くの金融機関やコンビニエンスストアにてお
支払いください。

「よんでんコンシェルジュ」にご登録されていない場合、お客さまのご契約によって
は、請求書を発行するとともに書面発行手数料(1契約ごとに110円[税込]/月)を加算
して請求させていただきます。

お客さまのご指定口座から毎月自動的に振替させていただく
方法です。

口座振替払いは当社ホームページからも申込みいただけます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

みずほ銀行※
三菱UFJ銀行※
りそな銀行※
三井住友銀行※
埼玉りそな銀行※
中国銀行※
広島銀行※

山口銀行
阿波銀行※
百十四銀行※
伊予銀行※
四国銀行※
徳島大正銀行※
香川銀行※

愛媛銀行※
高知銀行※
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行※
あおぞら銀行
四国労働金庫

信用金庫
信用組合
農業協同組合
漁業協同組合
ゆうちょ銀行※

※については四国外の支店も取扱いできます。

口座振替払いのお申込みにあたりご注意いただきたい点
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電気料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼クレジットカード支払申込書

【四国電力使用欄】 契種

様

フリガナ

ご契約名義

者
約
契
ご
の
気
電

（〒　　　　－　　　　 ） 団地名、アパート名、部屋番号もご記入ください。電気の
ご使用場所

（〒　　　　－　　　　 ） ご使用場所の住所と同じ場合は「同上」とご記入ください。郵便物の
お届け先

電話番号

フリガナ

カード会員名

カード番号

カードの有効期限

□ 自　宅   □ 携　帯
□ 勤務先   □ 呼び出し（　　　 ）　　　  －

【金融機関確認欄】

【不備返送先】  〒760-8573 香川県高松市丸の内２番５号  四国電力株式会社 料金事務センター

照合印

由
事
能
不

1.　印鑑相違
3.　口座番号相違
5.　訂正印なし
7.　その他（　　　　　　　　　　）

2.　預金者名義相違
4.　肩書き・代表者名なし
6.　印鑑不鮮明・重印

照合不能印受付登録

取

扱 店 日 附 印

替
振
座
口

右づめでご記入ください。
支店
（支所）

預金者名

フリガナ

1 ※66 ２0

に
明
鮮
へ
内
枠
は
印
押

口座番号預金種別

右づめでご記入ください。

者
約
契
ご
の
気
電
「

」欄

。
い
さ
だ
く
入
記
ご
ず
必
は

通
共
関
機
融
金

種目コード 種別コード

払込先口座番号 払込先加入者名 四国電力株式会社01610－1－15943

通帳記号 通帳番号

金融機関
お届け印

関
機
融
金
の
外
以

取扱金融機関 御中 四国電力株式会社へ支払う電気料金等を口座振替制（自動払込制）により、支払うこととしたいので、裏面記載
の約定（確認事項）にもとづき依頼します。ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込規定が適用されます。

通帳記号の６桁目がある場合は、※欄にご記入ください。

２0月 年

必ずカード会員の方が自署でご記入ください。

「ご契約番号」または「お客さま番号」左づめでご記入ください。

口座振替割引契約
。すまりなと効無もてしまきだたい入記ご、はまさ客おの約契ごの外象対」約契引割替振座口「、は目項の下以

□ 希望する □ 希望しない

■
■
■

■
■
□ 普通
□ 当座

□ 銀行
□ 金庫
□ 組合

ご契約番号は３から始まる10桁の番号です。
ご請求番号（12桁）ではありませんのでご注意ください。｜記｜入｜例｜

記入不要

記入不要

クレジットカード払いは当社ホームページからも申込みいただけます。

!

3 0 0 0 0 1 2 3 4 5
1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

22

087 821 5061

760 8501
高松市丸の内２番５号○○アパート○棟○号

同上

レ

四 国　 太 郎
シ　コク タ　ロウ

四 国　 太 郎
シ　コク タ　ロウ

「ご契約内容のお知らせ」や「電気料金等
請求書」等に記載されている｢ご契約番
号｣または｢お客さま番号｣「お名前｣をご
記入ください。

アパート名、部屋番号まで詳しくご記入く
ださい。ご連絡先がご使用場所と同じ場
合は「同上」とご記入ください。

月→年の順にご記入ください。

左づめでご記入ください。

電気料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼クレジットカード支払申込書

【四国電力使用欄】 契種

様

フリガナ

ご契約名義

者
約
契
ご
の
気
電

（〒　　　　－　　　　 ） 団地名、アパート名、部屋番号もご記入ください。電気の
ご使用場所

（〒　　　　－ 　　　　 ） ご使用場所の住所と同じ場合は「同上」とご記入ください。郵便物の
お届け先

電話番号

フリガナ

カード会員名

カード番号

カードの有効期限

□ 自　宅   □ 携　帯
□ 勤務先   □ 呼び出し（　　　 ）　　　  －

【金融機関確認欄】

【不備返送先】  〒760-8573 香川県高松市丸の内２番５号  四国電力株式会社 料金事務センター

照合印

由
事
能
不

1.　印鑑相違
3.　口座番号相違
5.　訂正印なし
7.　その他（　　　　　　　　　　）

2.　預金者名義相違
4.　肩書き・代表者名なし
6.　印鑑不鮮明・重印

照合不能印受付登録

取

扱 店 日 附 印

替
振
座
口

右づめでご記入ください。
支店

（支所）

預金者名

フリガナ

1 ※66 ２ 0

に
明
鮮
へ
内
枠
は
印
押

口座番号預金種別

右づめでご記入ください。

者
約
契
ご
の
気
電
「

」欄

。
い
さ
だ
く
入
記
ご
ず
必
は

通
共
関
機
融
金

種目コード 種別コード

払込先口座番号 払込先加入者名 四国電力株式会社01610－1－15943

通帳記号 通帳番号

金融機関
お届け印

関
機
融
金
の
外
以

取扱金融機関 御中 四国電力株式会社へ支払う電気料金等を口座振替制（自動払込制）により、支払うこととしたいので、裏面記載
の約定（確認事項）にもとづき依頼します。ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込規定が適用されます。

通帳記号の６桁目がある場合は、※欄にご記入ください。

２0月 年

必ずカード会員の方が自署でご記入ください。

「ご契約番号」または「お客さま番号」左づめでご記入ください。

口座振替割引契約
。すまりなと効無もてしまきだたい入記ご、はまさ客おの約契ごの外象対」約契引割替振座口「、は目項の下以

□ 希望する □ 希望しない

■
■
■

■
■
□ 普通
□ 当座

□ 銀行
□ 金庫
□ 組合

※｢口座振替割引契約｣の申込み欄にご記入がない場合は｢口座振替割引契約｣へ加入希望とさせていただきます。

記入不要

口座振替払いは当社ホームページからも申込みいただけます。

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5

0123456

761 8550
高松市室新町973番地1

レ
レ

四 国　 太 郎

四 国　 太 郎

○ ○ ○ ○

760 8501
高松市丸の内２番５号○○アパート○棟○号

087 821 5061 レ

レ

シ　コク タ　ロウ

シ　コク タ　ロウ

国
四

3 0 0 0 0 1 2 3 4 5
1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0

ご通帳の 預金者名 お届け印

ご契約番号は３から始まる10桁の番号です。
ご請求番号（12桁）ではありませんのでご注意ください。｜記｜入｜例｜ !

どちらかを選択しご記入ください。

｢口座振替割引契約｣についてお答えくだ
さい。

「ご契約内容のお知らせ」や「電気料金等
請求書」等に記載されている｢ご契約番
号｣または｢お客さま番号｣「お名前｣をご
記入ください。

アパート名、部屋番号まで詳しくご記入く
ださい。ご連絡先がご使用場所と同じ場
合は「同上」とご記入ください。

①上記の記入例を参照し、「電気料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼クレジットカード支払申込書」をご記入ください。
・ボールペンでご記入ください。  ・訂正の際は、必ず（訂正印として）お届け印を押してください。

②ご記入完了後、左２面を切り離してください。 ③シール面を剥がします。 ④貼り合わせ、郵便ポストに
　投函してください。

無料 の会 員制 W e b サ ー ビ ス

口座振替・クレジットカード支払いのお申込みが
WEBからも可能になりました！

クレジットカード払い お客さまがご利用されているクレジットカード
から毎月お支払いいただく方法です。

クレジットカード払いは当社ホームページからも申込みいただけます。

電気料金等クレジットカード支払い規約
四国電力株式会社(以下「四国電力」といいます。)にクレジットカード支払いの変更または解
約の申し出をなされない限り、申込書記載のクレジットカード(以下「カード」といいます。)に
より、毎月、継続的に電気料金等をお支払いいただきます。

カード支払いは口座振替割引契約が適用されません。

お申込みからお手続き完了までに1ヵ月程度かかる場合がございます。

お支払い回数は1回払いとさせていただきます。また、電気料金等領収済のお知らせは発行
いたしません。

クレジットカード会社(以下「カード会社」といいます。)の締切日と検針日との関係その他の事
務上の都合により、2カ月分をまとめてご請求する場合があります。

カード会社がお客さまのカード番号、有効期限を更新した場合は、カード会社により、新規申込
みが必要な場合がございます。

カード会社の規約により、このお申込みが承認されない場合は、申込み以前の方法によりお
支払いいただきます。

カード会社の規約により各月の電気料金等のカード支払いの請求が承認されない場合は、
当社から送付させていただく振込用紙によりお支払いいただきます。

カード会社の規約により会員資格を喪失された場合等は、電気料金等のカード支払いが解約
となります。この場合は、当社から送付させていただく振込用紙によりお支払いいただきます。

電気需給契約のうち、業務用電力・高圧電力などの高圧の契約、臨時電灯・電力、農事用電力
および官庁契約は対象外となります。

当社の電気のご契約と電気温水器賃貸契約のあるお客さまが、当該電力または電灯のカー
ド支払いを申し込まれた場合、電気温水器賃貸料金もカードでのお支払いになります。

「よんでんコンシェルジュ」にご登録されていない場合、お客さまのご契約によっては、請求書
を発行するとともに書面発行手数料(1契約ごとに110円[税込]/月)を加算して請求させてい
ただきます。

カード会員は、月々の電気料金等のお支払いを電気のご契約者から委任されたことを承諾し
ていただきます。

四国電力からの各種通知や連絡については、全て電気のご契約者に行います。また、カード
会員は、これに同意していただきます。

カード会社からの各種通知や連絡については、全てカード会員に行います。また、電気のご契
約者は、これに同意していただきます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

【電気のご契約者とカード会員の方が異なる場合】

ご利用可能なクレジットカード

無 料の 会員 制 W e b サ ー ビ ス

口座振替・クレジットカード支払いのお申込みが
WEBからも可能になりました！
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☎お電話での受付時間【月～金曜日/9：00～17：00】

☎お電話での受付時間【365日・24時間】

徳島支社
鴨島事業所
阿南事業所
牟岐サービスセンター

0120-410-105
0120-410-176
0120-410-199
0120-410-221

池田支社
脇町サービスセンター

0120-410-229
0120-410-236

高知支社 
田井サービスセンター
安芸事業所
室戸サービスセンター
山田事業所

0120-410-286
0120-410-316
0120-410-381
0120-410-387
0120-410-361

中村支社
窪川サービスセンター
宿毛サービスセンター
清水サービスセンター
須崎事業所

0120-410-388
0120-410-468
0120-410-467
0120-410-438
0120-410-366

松山支社
伊予事業所
久万サービスセンター
今治事業所
新居浜支社
西条事業所
四国中央事業所

0120-410-503
0120-410-521
0120-410-570
0120-410-633
0120-410-635
0120-410-638
0120-410-637

宇和島支社 
城辺サービスセンター
八幡浜事業所
大洲事業所

0120-410-675
0120-410-736
0120-410-799
0120-410-772

高松支社
東かがわ事業所
観音寺事業所

0120-410-805
0120-410-807
0120-410-860

丸亀事業所
坂出事業所

0120-410-857
0120-410-844

徳島支店

高知支店
須崎営業所

香川支店
観音寺営業所

徳
島
県

高
知
県

香
川
県

愛
媛
県

徳
島
県

香
川
県

高
知
県

愛
媛
県

※音声案内に沿ってご対応ください。

ホームページ：https://www.yonden.co.jp/customer/contract_change/moving/index.html

お引越し、お問い合わせの際は、ご契約番号/お客さま番号または供給地点特定番号をお知らせください。
なお、お引越しに伴う「電気のご使用開始」・「ご使用廃止」のお申込みは、当社ホームページからもお手
続きが可能です。

0120-564-552 0120-161-220

0120-410-430
0120-410-785

中村営業所 0120-410-787

愛媛支店
今治営業所
宇和島営業所

0120-410-452
0120-410-540
0120-410-582

八幡浜営業所
東予営業所
四国中央営業所

0120-410-796
0120-102-960
0120-054-430

0120-410-761
0120-410-768

中讃営業所
ヨンデンプラザ・サンポート

0120-410-763
0120-459-010

電気料金・電化に関するご用件は下記のお電話番号「カスタマーセンター」まで

電柱や電線などに関するご用件は下記のお電話番号「四国電力送配電(よんで
んネットワークコールセンター)」まで

●四国エリア以外のお客さまは、各エリアの送配電会社へお問い合わせください。

●ヨンデンプラザを除く●祝日、年末年始（12/29～1/3）を除きます。●緊急のご用件は、上記時間にかかわらず受付いたしております。

阿南営業所


